
参照条文 

 

○出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）（抄） 

（船舶観光上陸の許可） 

第十四条の二 入国審査官は、指定旅客船（本邦と本邦外の地域との間の航路に就

航する旅客船であつて、乗客の本人確認の措置が的確に行われていることその他

の事情を勘案して出入国在留管理庁長官が指定するものをいう。以下同じ。）に乗

つている外国人（乗員を除く。）が、当該指定旅客船が本邦にある間、観光のた

め、当該指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船する都度当該出入国

港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として、出国す

るまでの間三十日（本邦内の寄港地の数が一である航路に就航する指定旅客船に

乗つている外国人にあつては、七日）を超えない範囲内で上陸することを希望す

る場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、当該指定旅客船

の船長又は当該指定旅客船を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国

人に対し船舶観光上陸を許可することができる。 

２ 入国審査官は、指定旅客船に乗つている外国人（乗員を除く。）が、三十日を超

えない期間内において、数次にわたり、当該指定旅客船が本邦にある間、観光の

ため、当該指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船する都度当該出入

国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として上陸す

ることを希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、

当該指定旅客船の船長又は当該指定旅客船を運航する運送業者の申請があつたと

きであつて、相当と認めるときは、当該外国人に対しその旨の船舶観光上陸の許

可をすることができる。 

３ （略） 

４ 第一項又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に船舶

観光上陸許可書を交付しなければならない。 

５～９ （略） 

 

○犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号）（抄） 

（取引時確認等） 

第四条 特定事業者（第二条第二項第四十三号に掲げる特定事業者（第十二条にお

いて「弁護士等」という。）を除く。以下同じ。）は、顧客等との間で、別表の上

欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務（以下「特

定業務」という。）のうち同表の下欄に定める取引（次項第二号において「特定取

引」といい、同項前段に規定する取引に該当するものを除く。）を行うに際して

は、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次の各号（第二条第二

項第四十四号から第四十七号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号）に掲

げる事項の確認を行わなければならない。 



一 本人特定事項（自然人にあっては氏名、住居（本邦内に住居を有しない外国

人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項）及び生年月日をい

い、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同

じ。） 

二～四 （略） 

２～６（略） 

 

（確認記録の作成義務等） 

第六条 特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める

方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置そ

の他の主務省令で定める事項に関する記録（以下「確認記録」という。）を作成し

なければならない。 

２ （略） 

 

○犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令（平成二十年政令第二十号）（抄） 

（法第四条第一項第一号に規定する政令で定める外国人） 

第十条 法第四条第一項第一号に規定する本邦内に住居を有しない外国人で政令で

定めるものは、本邦に在留する外国人であって、その所持する旅券（出入国管理

及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第二条第五号に掲げる旅券を

いう。）又は乗員手帳（出入国管理及び難民認定法第二条第六号に掲げる乗員手帳

をいう。）の記載によって当該外国人のその属する国における住居を確認すること

ができないものとする。 

 

○犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則（平成二十年内閣府・総務省・

法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号）

（抄） 

（確認記録の記録事項） 

第二十条 法第六条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる

ものとする。 

 一～十六 （略） 

十七 顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために本人確認書類又は補完

書類の提示を受けたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号

その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項 

十八～三十 （略） 

２・３ （略） 


